
障害福祉サービス事業運営に係る
留意事項について（児童系）

令和８年度障害福祉サービス事業者等集団指導

三重県子ども・福祉部 福祉監査課

事業所監査班



説明内容（児童系）

１ 勤務体制の確保等

２ 業務継続計画（BCP）の策定及び更新

３ 衛生管理等の研修の記録等

４ 虐待の防止及び身体的拘束等の適正化

５ 定員の遵守

６ 秘密保持

７ 苦情申出窓口の設置

８ その他（事業所の情報公表等）



１．勤務体制の確保等

①管理者、従業者(※)が勤務すべき事業所及び職種を明確にすること

（※児童発達支援管理責任者、児童指導員、訪問支援員、看護職員等）

②他事業所と兼務をする従業者について、辞令または雇用契約書等で勤務

する施設や事業所を明らかにすること。

③法人の役員であっても、当該事業所の従業者である場合は、勤務する施

設名、職種、常勤・非常勤の別等を明確にし、出勤簿等により、勤務管理を行

うこと

④児童発達支援管理責任者については、児童発達支援管理責任者基礎研修、

同実践研修、または同更新研修を修了していること



１．勤務体制の確保等

適切なサービス提供を確保する観点から、入居者やそ

の家族等からの著しい迷惑行為（カスタマーハラスメン

ト）の防止のために必要な体制整備

※2026年（令和8年）10月1日から義務化予定）

※厚生労働省HP参照
「介護現場におけるハラスメント対策マニュアル」
「管理職・職員向け研修のための手引き」



２．業務継続計画（BCP）の策定及び更新

【業務継続計画未策定減算】
業務継続計画（災害編・感染症対策編）を未策定の場合、
１％の減算

計画未策定における経過措置は令和６年度末で終了
⇒ 令和７年度から「保育所等訪問支援」、「居宅訪問型

児童発達支援」含め減算となるため、要確認。



２．業務継続計画（BCP）の策定及び更新

①定期的に業務継続計画（BCP）の見直しを行い、必要に
   応じて当該計画の変更を行うこと。

また、 見直しを検討したが 変更なかった場合もその旨記録

しておくこと。

②業務継続計画に基づき、従業者に対し実施した研修及
訓練内容等が確認できる記録を残しておくこと。
（５W1Hの形式が望ましい）



３．衛生管理等委員会の開催等について

① 感染症の発生の予防及びまん延の防止のための対策

を検討する委員会の結果について、従業者に周知した

記録を残すこと。

② 従業者に対し、感染症の発生の予防及びまん延の防止

のための研修及び訓練を定期的に実施した記録（研修に

使用した資料、参加者名簿等含む）を残すこと。
（５W1Hの形式が望ましい）



４．虐待の防止及び身体的拘束等の適正化
      について

（１）虐待の防止のための対策を検討する委員会の結果に

ついて、従業者に周知徹底した記録を残すこと。



４．虐待の防止及び身体的拘束等の適正化
     について

（２）身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委

員会の結果について、児童指導員、その他の従業者

      に周知徹底した記録を残しておくこと。



事業者は、利用定員を超えて、児童発達支援等の提供を行っては
ならない。
（災害、虐待、その他やむを得ない事情がある場合はこの限りでない。）

定員超過に伴い、必要な人員を満たしていない『人員欠如減算』
が 生じる可能性があることにも注意。

※定員超過利用減算にならなければ、児童を受け入れられるとい
うことではない。

５．定員の遵守





従業者及び管理者であった者が、正当な理由がなく、その

業務上知り得た、障がい児又はその家族の秘密を漏らすこ

とがないよう必要な措置を講ずること 。

   退職が決まってから、書面を求めることのないよう、従業

者（パート含む）の雇用時等に誓約書等を徴取しておくよう

努めること。

６．秘密保持



事業所に関する苦情に迅速かつ適切に対応するため、苦情を受け付

けるための窓口を設置する等、必要な措置を講ずること。

①苦情窓口（事業所窓口、利用者の市町、三重県福祉サービス運営適
正化委員会等）、苦情解決の体制及び手順等の明確化
②苦情内容を記録し、従業者に情報共有
③苦情が「サービスの質の向上」を図るうえでの重要な情報であるとの
認識を持つ。

７．苦情窓口の設置



（１）自己評価結果の公表

（２）障害福祉サービス等の情報公表制度（ＷＡＭ ＮＥＴ）

（３）支援プログラムの作成及び公表

８．その他（事業所の情報公表等）



事業者は概ね１年に１回以上、自己評価、保護者評価及び評価に応
じた改善内容を保護者に示すとともに、インターネット等により公表

【自己評価結果等未公表減算】

児童発達支援に義務付けられている自己評価結果等の届出・公表
が未実施の場合

所定単位数の15％減算

（１）自己評価結果の公表

８．その他（事業所の情報公表等）



利用児童の個々のニーズに応じた良質なサービスの選択に資する
ために事業所の情報の公表、県への報告が義務化

【情報公表未報告減算】

情報公表制度に基づく報告「障害福祉サービス等情報公表システム
（ＷＡＭ ＮＥＴ）」への報告が未実施の場合

所定単位数の５％～１０％減算

（２）障害福祉サービス等の情報公表制度

８．その他（事業所の情報公表等）



事業所における総合的な支援の推進と事業所が提供する支援を見える

化するため、支援プログラムの作成及び公表を義務化。

支援プログラムでは、支援内容と５領域（『健康・生活』、『運動・感覚』、『認

知・行動』、『言語・コミュニケーション』、『人間関係・社会性』）を関連付けた

記載が必要。

※ 子ども家庭庁ＨＰ「支援プログラムの作成及び公表の手引き」参照

（３-１）支援プログラムの作成及び公表
（児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援等）

８．その他（事業所の情報公表等）



令和６年４月から支援プログラムの作成・公表が義務化

①事業所ホームページ等への掲載

②公表方法及び公表内容を県へ届け出

【支援プログラム未公表減算】 ⇒ 令和６年度末で経過措置終了

令和７年４月以降、公表内容が未届出の場合、所定単位数の１５％を減算

（３-２）支援プログラムの作成及び公表

８．その他（事業所の情報公表等）





「参加確認票」に入力していただきたい
キーワードについて

児童発達支援等において、事業所が提供する支援の見える化を図るため、
支援内容と○○○（『健康・生活』、『運動・感覚』、『認知・行動』、『言語・コミュニ
ケーション』、『人間関係・社会性』）を関連付けた「支援プログラム」の作成・公表が
義務化されました。

令和８年４月以降に公表・届出がない場合は、支援プログラム未公表減算が適
用されますので、ご注意願います。

この○○○について、「参加確認票ア」のキーワードの欄にご記入ください。



「参加確認票」の入力方法
（下記の動画をクリックしてください！）



ご視聴いただきありがとうございました。

前頁の動画を参考にして、
福祉監査課ホームページの入力フォームから
「参加確認票 ア」の提出をお願いします。

参加確認票の提出（送信）は、
令和８年８月３１日（月）までにお願いします。
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